
再生紙を使用しています

令和4年（2022年）3月15日

3月7日時点の情報で作成しています。

88 ●区からのお知らせや資源・ごみ収集日、災害・防犯などの情報をメールマガジンで配信しています。ホームページ・携帯サイトから利用登録できます。

区役所  〒154-8504 世田谷4-21-27 
HP  https://www.city.setagaya.lg.jp/ 

せたがやコール ☎5432-3333  FAX 5432-3100

　　　　　　対 対象（特に記載がない場合、参加対象は、区内在住・在勤・在学者）　日 日時・日程
場 会場　 当日直接会場へ　講 講師　費 費用（特に記載がない場合、無料）
備 ほかの情報　申 申込方法　問 問合せ先

はパソコン、 はパソコン・スマートフォン（一部）で区のホームページ
（右記二次元コード）から申込可。※一部対応できない機種があります。

マーク概要 区のおしらせ

ご家庭や事業所の電気に交流自治体産の自然エネルギーを利用しませんか

問 エネルギー施策推進課☎6432-7133 FAX6432-7981

●自治体産の自然エネルギー
自治体 発電所の電力と特徴 対象 募集数

津南町
（新潟県）

小水力発電
農業用導水路の落差を活用 区内事業者 約40件

弘前市
（青森県）

太陽光発電
雪国対応型のメガソーラー発電 区内在住の方 若干

川場村
（群馬県）

木質バイオマス発電
未利用間伐材による木質チップで発電 区内在住の方 若干

十日町市
（新潟県）

地熱発電
日本三大薬湯の松之山温泉の熱利用

休止中
（発電所の運転調整のため）

　区では、交流のある他自治体と連携し、自然エネルギーで発電した電気を区内に供給
する仕組みづくりに取り組んでいます。環境に優しい電気に切り替え、エネルギーを通
じた交流を始めませんか。
　交流自治体産の電気の利用には、小売電気事業者への電力契約の申込が必要です。
　申込方法等詳しくは、区のホームページをご覧下さい。

▲十日町市（新潟県）…地熱発電▲弘前市（青森県）…太陽光発電

▲津南町（新潟県）…小水力発電 ▲川場村（群馬県）…木質バイオマス発電

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

接種券が届き次第、３回目接種の予約ができます（3回目の接種を受ける日は、2回目の接種を受けた日から6か月以上空けて下さい）。

●集団接種会場：モデルナ及びファイザー（ファイザーは2会場のみ）　●病院・診療所：ファイザー

●2回目の接種後に世田谷区に転入した方や、海外で2回目の接種を受けた方が、3回目の接種
を受けるためには、世田谷区へ接種券の申請が必要です。
●転入後に1・2回目の接種を希望される方も、接種券の申請が必要です。

●平成22年4月2日～29年5月1日生まれの方には、既に接種券をお届け済です
（3月3日㈭発送）。
●新たに5歳になる、平成29年5月2日～6月1日生まれの方には、4月7日㈭か
ら接種券をお届けします。郵便局の配送の関係上、到着までに3営業日程度か
かる場合があります。
●平成29年6月2日以降生まれの方には、5歳の誕生日を迎える前月に接種券を
お届けします。
●5～11歳の方へのワクチン接種は、予防接種法上の「努力義務」は適用されていま
せん。接種を受けるメリットとデメリットを考慮いただき、接種を受けるご本人や
かかりつけ医とも相談のうえ、ご検討下さい（ワクチン接種は強制ではありません）。

※3年9月30日までに2回目の接種を受けた方には既に接種券をお届け済です。第14回以降
の接種券送付スケジュールは、今後区のホームページ等でお知らせします。

※郵便局の配送の関係上、到着までに3営業日程度かかる場合があります。
※平成16年10月1日までに生まれた今年18歳になる方で、既に2回目の接種を受けた方に
は、誕生日の2週間前を目途に接種券をお届けします。

※その他、楽天グループや狛江市集団接種会場での区民を対象とした接種、国・都の大規模接種会場等でも3回目接種を行っています。

●区外転出後に接種を受ける場合は、転出先の自治体（住民票所在地）の接種券が必要です。
●申請方法は、転出先の自治体へお問い合わせ下さい。世田谷区が発行した接種券は、世田谷
区から転出した後は使用できません。

●毎週３～４会場で土・日曜に実施します。会場は週ごとに変更します。
●集団接種会場は、1・2回目のセット予約（2回目は1回目の3週間後に固定、日
程変更不可）です。現在予約を受け付けています。
●３月17日㈭午後5時30分から、４月23日㈯以降の予約の受付を開始します。

●区内で転居した場合、接種券に関して手続きは不要です。区からお送りした接種券をご利用下さい。

●病院や診療所でも、3月中旬以降、準備が整ったところから順次開始していきます。
●接種を実施する医療機関の一覧や予約方法など詳しくは、区のホームページ（下
記二次元コード）をご覧下さい。

区内に転入した方など

　区の集団接種会場及び区内の病院・診療所等で３回目の接種を受けることができます（※）。集団接種会場や、接種を実施している医療機関の
情報は、区のホームページ（下記二次元コード）をご覧いただくか、電話で世田谷区新型コロナワクチンコール（下記参照）へお問い合わせ下さい。

接種券の送付

区外へ転出予定の方

集団接種会場での接種

区内で転居した方

病院や診療所での接種（個別接種）

【３回目接種】今後の接種券送付スケジュール

接種券の申請方法

詳しくは、区のホームページ（下記二次元コード）をご覧いただく
か、電話で世田谷区新型コロナワクチンコール（下記参照）へお問
い合わせ下さい。

●申請書　●接種記録が確認できるもの（3回目接種の申
請時のみ）接種済証、接種記録書、接種証明書などの写し

申請に必要な書類

18歳以上の方

使用ワクチン

世田谷区に転入した方・世田谷区から転出予定の方のワクチン接種について

【３回目接種】接種を受けられる場所

【１・２回目接種】５～１１歳への小児接種

☎0120-136-652世田谷区新型コロナワクチンコール
月～金曜午前8時30分～午後8時、土・日曜、祝日午前8時30分～午後5時30分
電話 インターネット

※聴覚に障害のある方を対象に、ファクシミリ（ FAX5687-2020）でも受付をしています。
※接種券の発送直後は、電話がつながりにくい場合があります。

最新の情報は、
区のホームページをご覧下さい。
◀インターネットでの予約もこちらから

予約・問合せ先

送付回 3回目接種券の到着開始日 2回目の接種を受けた日
第12回 4年3月18日㈮～ 3年10月1日～10月31日
第13回 4月19日㈫～ 11月1日～11月30日

オンライン手続きまたは申請書類（区のホームペー
ジにあり）を郵送で住民接種調整担当課（〒154-8504 
世田谷4-21-27）へ


